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は
じ
め
に

２
０
１
５
年
の
通
常
国
会
で
国
民
健
康
保

険
法
が
改
正
さ
れ
２
０
１
８
年
度
か
ら
都
道

府
県
が
市
町
村
と
と
も
に
国
民
健
康
保
険
の

運
営
を
担
い
、
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
県
が

責
任
主
体
と
な
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
最
大
の
目
的
は
、
地
域
医
療
構
想
の

策
定
等
の
主
体
で
あ
る
県
が
、
国
保
の
財
政

運
営
の
責
任
主
体
と
な
る
こ
と
に
よ
り
都
道

府
県
が
医
療
保
険
と
医
療
提
供
体
制
の
両
面

を
み
な
が
ら
医
療
費
を
抑
制
す
る
こ
と
に
あ

り
ま
す
。

1
．　

相
次
ぐ
保
険
料（
税
）の
値
上
げ

福
岡
県
は
、
国
の
方
針
に
基
づ
き
２
０
１

０
年
12
月
に
「
福
岡
県
市
町
村
国
保
広
域

化
支
援
方
針
」（
以
下
支
援
方
針
）
を
策
定
。

国
保
の
広
域
化
移
行
の
た
め
、
一
般
会
計
か

ら
法
定
外
繰
入
れ
（
２
０
１
２
年
度
42
市
町

総
額
１
４
９
億
円
）
の
解
消
、
繰
上
げ
充
用

（
前
年
度
保
険
料
の
充
用
、
２
０
１
２
年
度

25
市
町
村
総
額
80
億
円
）
の
解
消
、
収
納
率

の
引
上
げ
等
を
「
支
援
方
針
」
の
中
で
う
た

い
市
町
村
を
指
導
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め

県
内
の
各
自
治
体
で
保
険
料
（
税
）
の
値
上

げ
が
相
次
ぎ
、
２
０
１
１
年
度
か
ら
２
０
１

５
年
の
5
年
間
で
下
記
の
市
町
村
が
値
上
げ

し
て
い
ま
す
。

北
九
州
市
、
福
岡
市
、
大
牟
田
市
、
飯
塚

市
、
柳
川
市
、
嘉
麻
市
、
朝
倉
市
、
八
女
市
、

筑
後
市
、
大
川
市
、
豊
前
市
、
中
間
市
、
小

郡
市
、
宗
像
市
、
福
津
市
、
宮
若
市
、
桂
川

町
、
糸
島
市
、
う
き
は
市
、
宇
美
町
、
筑
前

町
、
大
木
町
、
広
川
町
、
春
香
町
、
添
田
町
、

吉
富
町
、
東
峰
村
、
赤
村
の
計
28
自
治
体

―
― 

は
２
０
１
５
年
度
に
値
上
げ
し
た
自
治
体

こ
の
他
、
田
川
市
な
ど
は
２
０
１
６
年
度

か
ら
保
険
税
を
一
挙
に
30
％
の
値
上
げ
を
決

め
て
お
り
、広
域
化（
県
も
保
険
者
に
な
る
。）

が
実
施
さ
れ
る
２
０
１
８
年
度
に
向
け
て
さ

ら
な
る
値
上
げ
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

2
．　

決
算
特
別
委
員
会
で
高
瀬
菜
穂
子

県
議
が
市
町
村
国
保
の
広
域
化
に
つい

て
質
す

２
０
１
５
年
度
の
県
の
決
算
特
別
委
員
会

で
高
瀬
県
議
が
国
保
の
広
域
化
問
題
に
つ
い

て
質
問
し
ま
し
た
。
市
町
村
段
階
で
の
議
会

論
戦
に
生
か
せ
る
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
紹

介
し
ま
す
。

①
国
保
の
構
造
的
課
題
（
高
齢
者
の
割
合

が
高
く
低
所
得
者
が
多
い
）
に
起
因

す
る
財
政
運
営
の
厳
し
さ
に
対
す
る

認
識
に
つ
い
て
質
問

答
：
国
保
の
財
政
運
営
の
厳
し
さ
は
、
国

保
が
抱
え
て
い
る
構
造
的
な
問
題
に

起
因
し
て
い
る
た
め
、
財
政
運
営
を

県
に
変
え
る
だ
け
で
は
解
決
す
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
認
識
は

同
じ
で
あ
る
。

②
２
０
１
５
年
度
か
ら
保
険
者
支
援
制
度

が
拡
充
（
全
国
で
１
，
７
０
０
億
円
、

県
全
体
で
１
０
５
億
円
余
）
さ
れ
た

が
、
確
実
に
被
保
険
者
の
負
担
軽
減

に
活
用
さ
れ
る
よ
う
市
町
村
に
助
言
・

指
導
す
べ
き
と
思
う
が
県
の
見
解
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。（
表
１
参
照
）

答
：
保
険
者
支
援
制
度
は
市
町
村
に
お

け
る
低
所
得
者
の
数
に
応
じ
て
一
定

割
合
を
交
付
す
る
も
の
で
低
所
得
者

が
多
い
市
町
村
に
対
し
て
財
政
支
援

を
行
う
も
の
。
具
体
的
な
活
用
に
つ

い
て
は
市
町
村
が
、
個
別
に
判
断
さ

れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
結
果
的
に
は
、

保
険
料
の
伸
び
の
抑
制
な
ど
被
保
険

者
の
負
担
軽
減
が
図
ら
れ
て
い
く
も

の
と
考
え
て
い
る
。

注
：
被
保
険
者
1
人
あ
た
り
平
均
で

約
５
，
０
０
０
円
の
交
付
、
２
０

１
７
年
度
以
降
、
国
は
３
，
４
０

０
億
円
に
拡
充
。
県
内
で
は
こ
の

制
度
を
活
用
し
た
の
は
両
政
令
市

の
み
。
北
九
州
市
は
被
保
険
者
1

人
あ
た
り
５
，
０
０
０
円
程
度
の

保
険
料
を
値
下
げ
。

（
議
会
と
自
治
体
２
０
１
５
年
10
月

号
北
九
州
市
議
団
石
田
団
長
レ
ポ

ー
ト
参
照
）

③
資
格
証
の
発
行
（
窓
口
で
10
割
負
担
）

の
取
り
止
め
に
つ
い
て

答
：
資
格
証
明
書
に
つ
い
て
は
滞
納
者
へ

の
納
付
相
談
の
機
会
の
確
保
の
た
め

交
付
は
必
要
で
あ
る
が
、
保
険
料
を

1
年
間
滞
納
し
た
場
合
で
も
特
別
の

事
情
が
あ
る
世
帯
主
に
対
し
て
は
交

付
し
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
資
格
証
明
書
を
交
付
し
た
後
に
つ

い
て
も
被
保
険
者
が
医
療
を
受
け
る

必
要
が
生
じ
医
療
機
関
に
対
す
る
医

療
費
の
一
時
払
い
が
困
難
で
あ
る
旨

の
申
し
出
を
行
っ
た
場
合
に
は
短
期

被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

注
：
資
格
者
証
交
付
者
に
は
事
実
上
、

受
診
の
権
利
が
奪
わ
れ
て
い
る
世

帯
で
県
内
２
１
，
５
０
０
世
帯
に

の
ぼ
る
。
他
、
何
ら
か
の
理
由
で

被
保
険
者
証
等
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
世
帯
が
1
万
世
帯
近
く
あ
る
。

④
広
域
化
に
あ
た
っ
て
〝
財
政
安
定
化
基

金
〞
が
新
た
に
設
置
さ
れ
る
が
、
こ

市
町
村
国
保
の
広
域
化
は
住
民
に
何
を
も
た
ら
す
か

市
町
村
国
保
の
広
域
化
は
住
民
に
何
を
も
た
ら
す
か

  

　　

日
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の
こ
と
に
よ
っ
て
介
護
保
険
の
よ
う

に
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
さ

せ
な
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
市

町
村
国
保
会
計
に
財
源
不
足
が
生
じ

た
場
合
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
は
市
町
村
独
自
の
判
断
で
で
き
る

と
思
う
が
県
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

答
：
財
政
安
定
化
基
金
は
、
国
保
財
政
の

安
定
化
の
た
め
給
付
増
や
保
険
料
収

納
不
足
に
よ
り
財
源
不
足
と
な
っ
た

場
合
に
一
般
財
源
か
ら
の
財
政
補
塡

を
行
わ
な
い
で
よ
い
よ
う
に
都
道
府

県
に
設
置
さ
れ
る
も
の
。
こ
の
た
め

市
町
村
が
基
金
の
貸
付
、
交
付
を
受

け
た
場
合
、
そ
の
返
済
等
の
財
源
に

つ
い
て
は
保
険
料
に
よ
り
賄
う
こ
と

が
基
本
。
一
方
で
市
町
村
国
保
会
計

に
財
源
不
足
が
生
じ
た
場
合
に
、
一

般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
ご
指
摘
の
よ
う
に

適
切
な
財
政
運
営
を
念
頭
に
置
い
た

う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
お
い

て
ご
判
断
い
た
だ
く
も
の
と
考
え
る
。

注
：
後
期
高
齢
者
医
療
の
場
合
、
財
政

安
定
化
基
金
は
保
険
料
の
抑
制
や

値
下
げ
の
た
め
の
活
用
を
国
は
認

め
て
い
る
。
介
護
保
険
の
様
に
な

る
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
よ
う

に
な
る
か
は
今
後
の
闘
い
に
か
か

っ
て
い
る
。
高
瀬
菜
穂
子
県
議
の

決
算
特
別
委
員
会
質
疑
要
旨
は
昨

年
11
月
16
日
の
全
県
議
員
会
議
資

料
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
参
照
し

て
く
だ
さ
い
。

3
．　

今
後
の
課
題
に
つい
て

国
は
一
般
会
計
か
ら
の
法
定
外
繰
入
れ
や

前
年
度
繰
上
げ
充
用
に
つ
い
て
は
今
回
の
財

政
支
援
措
置
（
保
険
者
支
援
制
度
の
拡
充
）

や
都
道
府
県
か
ら
の
保
険
給
付
に
つ
い
て
要

し
た
費
用
を
全
額
交
付
す
る
仕
組
み
（
財
政

安
定
化
基
金
）
の
な
か
で
解
消
が
図
ら
れ
る

方
向
に
な
っ
て
い
る
と
し
、
最
長
5
年
を
目

処
に
赤
字
解
消
の
た
め
の
具
体
的
取
組
み
の

策
定
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。
国
保
の
広
域

化
は
県
が
司
令
塔
と
な
る
医
療
費
の
適
正
化

（
地
域
医
療
構
想
の
策
定
に
基
づ
き
第
3
期

の
医
療
費
適
正
化
２
０
１
８
年
度
以
降
）
と

表
裏
一
体
で
あ
る
だ
け
に
国
保
の
保
険
料

（
税
）
や
形
態
に
つ
い
て
も
注
視
さ
れ
ま
す
。

国
は
標
準
保
険
料
利
率
の
算
定
方
式
（
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
案
を
示
し
、
今
年
度
中

（
3
月
末
ま
で
）
に
説
明
会
を
行
な
い
２
０

１
６
年
中
に
確
定
し
ま
す
。

保
険
料
は
保
険
給
付
費
に
応
じ
た
分
賦
金

方
式
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
二
次
医
療
圏
ご

と
の
グ
ル
ー
プ
別
保
険
料
も
認
め
て
い
ま

す
。県

は
、
福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
の
よ

う
に
グ
ル
ー
プ
別
保
険
料
が
「
介
護
保
険
広

域
連
合
」
の
実
態
や
地
域
医
療
構
想
（
二
次

医
療
圏
ご
と
の
病
院
病
床
の
再
編
、
縮
小
計

画
）
か
ら
見
て
最
も
医
療
給
付
抑
制
に
連
動

す
る
方
式
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

医
療
給
付
の
増
が
保
険
料
（
税
）
の
値
上

げ
に
連
動
す
る
仕
組
み
を
導
入
し
、
医
療
サ

ー
ビ
ス
の
抑
制
と
過
酷
な
徴
収
強
化
、
資
格

証
の
発
行
な
ど
の
強
権
的
な
国
保
運
営
が
危

惧
さ
れ
ま
す
。

安
倍
内
閣
が
推
し
進
め
る
医
療
分
野
で
の

闘
い
は
、
県
も
市
町
村
も
ま
さ
に
正
念
場
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

表 1


